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人
事
委
員
会
細
則
八

三

一
（
失
業
者
の
退
職
手
当
の
支
給
手
続
）
の
一
部
を
改
正
す
る
細
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

―

―

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

秋
田
県
人
事
委
員
会
事
務
局
長

片

村

有

希

人
事
委
員
会
細
則
八

三

一
（
失
業
者
の
退
職
手
当
の
支
給
手
続
）
の
一
部
を
改
正
す
る
細
則

―

―

細
則
八

三

一
（
失
業
者
の
退
職
手
当
の
支
給
手
続
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

―

―

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
正
後

改
正
前

（
就
業
促
進
手
当
等
に
相
当
す
る
退
職
手
当
の
支
給
手
続
）

（
就
業
促
進
手
当
等
に
相
当
す
る
退
職
手
当
の
支
給
手
続
）

第
二
十
一
条

受
給
資
格
者
又
は
条
例
第
十
条
第
十
六
項
に
規
定
す
る
者
は
、

第
二
十
一
条

受
給
資
格
者
又
は
条
例
第
十
条
第
十
六
項
に
規
定
す
る
者
は
、

同
条
第
十
二
項
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
の
支
給

同
条
第
十
二
項
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
の
支
給

を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
同
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
の
う

を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
同
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
の
う

ち
雇
用
保
険
法
第
五
十
六
条
の
三
第
一
項
第
一
号

ち
雇
用
保
険
法
第
五
十
六
条
の
三
第
一
項
第
一
号
イ
に
該
当
す
る
者
に
係
る

就
業
促
進
手
当
に
相
当
す
る
退
職
手
当
に
あ
つ
て
は
就
業
促
進
手
当
に
相
当

に
該
当
す
る
者
に
係
る
就
業
促
進

す
る
退
職
手
当
支
給
申
請
書
に
、
同
号
ロ
に
該
当
す
る
者
に
係
る
就
業
促
進

手
当
（
雇
用
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
年
労
働
省
令
第
三
号
）
第
八
十

手
当
（
雇
用
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
年
労
働
省
令
第
三
号
）
第
八
十

三
条
の
四
に
規
定
す
る
就
業
促
進
定
着
手
当
（
以
下
「
就
業
促
進
定
着
手

三
条
の
四
に
規
定
す
る
就
業
促
進
定
着
手
当
（
以
下
「
就
業
促
進
定
着
手

当
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
以
下
「
再
就
職
手
当
」
と
い
う
。
）
に
相
当
す

当
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
以
下
「
再
就
職
手
当
」
と
い
う
。
）
に
相
当
す

る
退
職
手
当
又
は
同
項
第
二
号
に
該
当
す
る
者
に
係
る
就
業
促
進
手
当
（
以

る
退
職
手
当
又
は
同
項
第
二
号
に
該
当
す
る
者
に
係
る
就
業
促
進
手
当
（
以

下
「
常
用
就
職
支
度
手
当
」
と
い
う
。
）
に
相
当
す
る
退
職
手
当
に
あ
つ
て

下
「
常
用
就
職
支
度
手
当
」
と
い
う
。
）
に
相
当
す
る
退
職
手
当
に
あ
つ
て

は
再
就
職
手
当
・
常
用
就
職
支
度
手
当
に
相
当
す
る
退
職
手
当
支
給
申
請
書

は
再
就
職
手
当
・
常
用
就
職
支
度
手
当
に
相
当
す
る
退
職
手
当
支
給
申
請
書

に
、
同
項
第
一
号

に
該
当
す
る
者
に
係
る
就
業
促
進
手
当
（
就
業
促
進
定

に
、
同
項
第
一
号
ロ
に
該
当
す
る
者
に
係
る
就
業
促
進
手
当
（
就
業
促
進
定

着
手
当
に
限
る
。
）
に
相
当
す
る
退
職
手
当
に
あ
つ
て
は
就
業
促
進
定
着
手

着
手
当
に
限
る
。
）
に
相
当
す
る
退
職
手
当
に
あ
つ
て
は
就
業
促
進
定
着
手

当
に
相
当
す
る
退
職
手
当
支
給
申
請
書
に
、
条
例
第
十
条
第
十
二
項
第
五
号

当
に
相
当
す
る
退
職
手
当
支
給
申
請
書
に
、
条
例
第
十
条
第
十
二
項
第
五
号

の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
に
あ
つ
て
は
移
転
費
に
相
当
す
る
退
職
手
当
支
給

の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
に
あ
つ
て
は
移
転
費
に
相
当
す
る
退
職
手
当
支
給

申
請
書
に
、
同
項
第
六
号
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
の
う
ち
雇
用
保
険
法
第

申
請
書
に
、
同
項
第
六
号
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
の
う
ち
雇
用
保
険
法
第

五
十
九
条
第
一
項
第
一
号
に
該
当
す
る
行
為
を
す
る
者
に
係
る
求
職
活
動
支

五
十
九
条
第
一
項
第
一
号
に
該
当
す
る
行
為
を
す
る
者
に
係
る
求
職
活
動
支

援
費
に
相
当
す
る
退
職
手
当
に
あ
つ
て
は
求
職
活
動
支
援
費
（
広
域
求
職
活

援
費
に
相
当
す
る
退
職
手
当
に
あ
つ
て
は
求
職
活
動
支
援
費
（
広
域
求
職
活

動
費
）
に
相
当
す
る
退
職
手
当
支
給
申
請
書
に
、
同
項
第
二
号
に
該
当
す
る

動
費
）
に
相
当
す
る
退
職
手
当
支
給
申
請
書
に
、
同
項
第
二
号
に
該
当
す
る
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行
為
を
す
る
者
に
係
る
求
職
活
動
支
援
費
に
相
当
す
る
退
職
手
当
に
あ
つ
て

行
為
を
す
る
者
に
係
る
求
職
活
動
支
援
費
に
相
当
す
る
退
職
手
当
に
あ
つ
て

は
求
職
活
動
支
援
費
（
短
期
訓
練
受
講
費
）
に
相
当
す
る
退
職
手
当
支
給
申

は
求
職
活
動
支
援
費
（
短
期
訓
練
受
講
費
）
に
相
当
す
る
退
職
手
当
支
給
申

請
書
に
、
同
項
第
三
号
に
該
当
す
る
行
為
を
す
る
者
に
係
る
求
職
活
動
支
援

請
書
に
、
同
項
第
三
号
に
該
当
す
る
行
為
を
す
る
者
に
係
る
求
職
活
動
支
援

費
に
相
当
す
る
退
職
手
当
に
あ
つ
て
は
求
職
活
動
支
援
費
（
求
職
活
動
関
係

費
に
相
当
す
る
退
職
手
当
に
あ
つ
て
は
求
職
活
動
支
援
費
（
求
職
活
動
関
係

役
務
利
用
費
）
に
相
当
す
る
退
職
手
当
支
給
申
請
書
に
そ
れ
ぞ
れ
受
給
資
格

役
務
利
用
費
）
に
相
当
す
る
退
職
手
当
支
給
申
請
書
に
そ
れ
ぞ
れ
受
給
資
格

証
、
高
年
齢
受
給
資
格
証
又
は
特
例
受
給
資
格
証
を
添
え
て
任
命
権
者
に
提

証
、
高
年
齢
受
給
資
格
証
又
は
特
例
受
給
資
格
証
を
添
え
て
任
命
権
者
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
受
給
資
格
証
、
高
年
齢
受
給
資
格
証

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
受
給
資
格
証
、
高
年
齢
受
給
資
格
証

又
は
特
例
受
給
資
格
証
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
つ
い
て
正
当

又
は
特
例
受
給
資
格
証
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
つ
い
て
正
当

な
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
添
え
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

な
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
添
え
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

２

略

２

略

附

則

こ
の
細
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


